
NOTES: 
 
 ClassNK テクニカル・インフォメーションは、あくまで最新情報の提供のみを目的として発行しています。 
 ClassNK 及びその役員、職員、代理もしくは委託事業者のいずれも、掲載情報の正確性及びその情報の利用あるいは依存により

発生する、いかなる損失及び費用についても責任は負いかねます。 
 バックナンバーは ClassNK インターネット・ホームページ(URL: www.classnk.or.jp)においてご覧いただけます。 

標題  

 
テクニカル 

インフォメーション 

Paris MoU Guidelines on Application of MARPOL 
Annex VI Reg.18 in an Emission Control Area (ECA) 
に関して 

     
   No. TEC-1019 
   発行日 2014年 12月 26日 
各位 

2015 年 1 月 1 日より、MARPOL 付属書 VI 第 14 規則により、Emission Control Area （ECA）におい

て燃料油中の硫黄含有率が 0.10% m/m 以下に規制されます。 
 
本件に関して Paris MoU は、手順の船上保持や記録の保管等の要求事項、Port State Control 中の

検査事項、適合する燃料油が入手できなかった場合の港湾への報告手続きなどについて記載した

ガイドライン（添付参照）を発行していますので、お知らせします。 
 
なお、同ガイドラインは、Paris MoU のホームページでも取得可能です。 
（https://www.parismou.org/sites/default/files/Guidelines%20on%20fuel%20availability.pdf） 
 
 
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 
 
一般財団法人 日本海事協会 （ClassNK） 
本部 管理センター 安全管理システム部 
住所: 東京都千代田区紀尾井町 4-7（郵便番号 102-8567） 
Tel.: 03-5226-2173 
Fax: 03-5226-2174 
E-mail: smd@classnk.or.jp 
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